
No ページ 該当項目 委員意見 計画本文の修正 県の対応・考え方 修正後

1 0 全体として
新規および拡充する内容が加わり、また用いられる用語の見直しも含めて、第1期よりも、より具体性と実
効性がもたらされているように感じます。具体的な指標を掲げることは簡単なことではありませんが、引き続
き取組の改善に向けて、私も関わりたいと思います。

引き続き、御意見を賜りたいと存じますのでよろしくお願いいたします。

2 2

第１章 計画策定に当たって
１ 計画策定の趣旨
・・（略）・・を策定し、全ての人があらゆる場において性の多様性
を尊重され、安心して生活できる社会の実現を目指し、「性の多
様性に関する理解の増進」「相談しやすい体制の充実」「暮らしや
すい環境づくり」の三本柱で取組を推進してきました。
・・（略）・・施行され、性的マイノリティに係る違憲判決が出される
など、性的マイノリティを・・（略）・・。

今更の意見で申し訳ないが、「性の多様性」という言い方は大局的にみた場合はありでも、「全ての人が
あらゆる場において性の多様性を尊重され、安心して生活できる社会の実現」というのは、「個々人の安
心感」を指すわけだから、「あらゆる場において、全ての人の多様な性が尊重され、安心して生活できる社
会の実現」としたほうが、ひとりひとりがよりイメージをつかみやすいのではないかと考える。
ついては、以下のように統一してはどうでしょう。
〜〜〜
本県では、令和４年（２０２０年）７月に施行された「埼玉県性の多様性を尊重した社会づくり条
例」の基本理念を踏まえ、「埼玉県性の多様性を尊重した社会づくり基本計画」（令和５年度（２０
２３年度）〜令和７年度（２０２５年度））(以下「第１期計画」という。）を策定し、あらゆる場
において、全ての人の多様な性を尊重され、安心して生活できる社会の実現を目指し、「性の多様性に
関する理解の増進」「相談しやすい体制の充実」「暮らしやすい環境づくり」の三本柱で取組を推進してき
ました。
この間、国においても「性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関
する法律」が施行され、性的マイノリティの権利の制限に係る違憲判決が出されるなど、性的マイノリティを
取り巻く状況は変化しつつあります。県では第１期現行計画の計画期間の満了に当たり、これまでの成
果や課題を踏まえ、性の多様性を尊重した社会づくりを更に進めるため、「第２期埼玉県性の多様性を
尊重した社会づくり基本計画」（令和８年度（２０２４年度）〜令和１０年度（２０２６年
度））を策定するものです。

有

（前段）
御意見を踏まえ、「性の多様性」の注釈を以下のとおり修正し、本文については原案のとおり進めたいと考
えております。
（２ページ）注釈２ 性的指向及び性自認の多様性。性の在り方は男女という二つの枠組みではなく
連続的かつ多様である。性的指向（Sexual Orientation）と性自認（Gender Identity）の頭
文字をとって「SOGI」という言葉が用いられることもある。県は、あらゆる場において、全ての人の多様な性
が尊重されるよう取組を進める。

（後段）
御意見を踏まえ、「性的マイノリティが原告となる訴訟において違憲判決が出されるなど」と修正します。

注釈２（性の多様性）
 性的指向及び性自認の多様性。性の在り方は男女という二つの枠組みではなく連続的かつ多様であ
る。性的指向（Sexual Orientation）と性自認（Gender Identity）の頭文字をとって「SOGI」と
いう言葉が用いられることもある。県は、あらゆる場において、全ての人の多様な性が尊重されるよう取組
を進める。

第１章 計画策定に当たって
１ 計画策定の趣旨
・・（略）・・。
この間、国においても「性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関
する法律」が施行され、性的マイノリティが原告となる訴訟において違憲判決が出されるなど、性的マイノリ
ティを取り巻く状況は変化しつつあります。
・・（略）・・。

4 2

第１章 計画策定に当たって
１ 計画策定の趣旨
・・（略）・・施行され、性的マイノリティに係る違憲判決が出される
など、性的マイノリティを・・（略）・・。

３段落目「性的マイノリティに係る違憲判決が出されるなど」
→性的マイノリティに対して、違憲である判決が出たように誤認される恐れを感じる表現
代案「性的マイノリティが原告となる訴訟において違憲判決が出されるなど」

有 御意見を踏まえ、「性的マイノリティが原告となる訴訟において違憲判決が出されるなど」と修正します。

第１章 計画策定に当たって
１ 計画策定の趣旨
・・（略）・・。
この間、国においても「性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関
する法律」が施行され、性的マイノリティが原告となる訴訟において違憲判決が出されるなど、性的マイノリ
ティを取り巻く状況は変化しつつあります。
・・（略）・・。

3 2

第１章 計画策定に当たって
１ 計画策定の趣旨
・・（略）・・「第２期埼玉県性の多様性を尊重した社会づくり基
本計画」（令和８年度（２０２４年度）〜令和１０年度
（２０２６年度））を策定するものです。

「令和８年度（２０２４年度）〜令和１０年度（２０２６年度）」を「令和８年度（２０２６
年度）〜令和１０年度（２０２８年度）」に修正 有 御指摘のとおりです。修正します。

第１章 計画策定に当たって
１ 計画策定の趣旨
・・（略）・・「第２期埼玉県性の多様性を尊重した社会づくり基本計画」（令和８年度（２０２６
年度）〜令和１０年度（２０２８年度））を策定するものです。

5 3

第１章 計画策定に当たって
４性の多様性に関する本県の状況
（１）性的マイノリティがおかれた状況
（１段落目　省略）
　この調査で性的マイノリティに分類される人の数は184人(回答
者5,606人の3.3%)でした。

「この調査で性的マイノリティに分類される人の数は3.3%でした。」としてはどうか。ここでの人数にはあまり
意味はなく、（２）（３）の調査結果でも人数は示していない。人数を示すことでミスリーディングにつな
がるのではないかと思いました。

有 御意見を踏まえ、本文を「この調査で性的マイノリティに分類される人の割合は3.3%（有効回収数︓
5,606件）でした。」に修正します。

第１章 計画策定に当たって
４性の多様性に関する本県の状況
（１）性的マイノリティがおかれた状況
（１段落目　省略）
　この調査で性的マイノリティに分類される人の割合は3.3%（有効回収数︓5,606件）でした。

6 4 第１章 計画策定に当たって
４ 性の多様性に関する本県の状況

いろいろなアンケート分析がなされているが、N値が低い、ここを高めることが知らせることにもなるのではない
か

アンケート調査は、信頼性が高いデータを収集することを前提に規模を決定しております。埼玉県民を対
象としたアンケート調査では、回答数（n値）が5,000であれば誤差はおよそ1.9%となり、信頼性の高
いデータとして扱って差し支えないと考えているため、回答数がおよそ5,000となるような規模の調査を実
施しました。

7 6

第１章 計画策定に当たって
４ 性の多様性に関する本県の状況
（１）性的マイノリティが置かれた状況
② 学生時代における性的マイノリティが置かれた状況
ア 学生時代に性的マイノリティであること／関連したことで悩んだ経
験
資料

「学校で性的マイノリティについて学んだ経験があるか」という調査に対し、若い年代ほど肯定的な回答が
多くなっており、社会の変化に応じて学校が取り組んできている様子が分かります。 引き続き、御意見を賜りたいと存じますのでよろしくお願いいたします。

8 10

第１章 計画策定に当たって
４ 性の多様性に関する本県の状況
（２）共生社会を実現するために最も重要だと思う取組
資料

このデータを示した意図は何ですか︖特定の年代の女性が特に多く回答していることを、県はどのように捉
え、どの施策に反映させたのですか︖私はこのデータを見て、それ以外の人たちは、「何を重要だ」と答えた
のか気になります。例えば「積み上げグラフ」や「円グラフ」で年代別に理由の内訳が分かるようにすることは
可能ですか︖その方が客観的にデータを分析できるような気がします。

県としては、若い年代が性的マイノリティへの理解促進が最も重要と多く回答していることを踏まえ、大学
生向けの取組等の若者向けの取組を実施しております。なお、この調査は共生社会全般に係る内容と
なっており、その他の回答項目は性の多様性以外の分野（女性の社会参加、障害、外国人など）と
なっております。本計画の内容とは趣旨が異なるデータであるため、グラフについては原案どおりとさせていた
だきたいと考えております。

開催結果



9 11

第１章 計画策定に当たって
４ 性の多様性に関する本県の状況
（３）性の多様性に関する言葉の認知度
アライの定義（脚注８）

アライの認知度が指標に新たに加わったものの、2割程度の認知度しかない現状を踏まえると、アライの定
義を注で小さく表記するのではなく、本文に定義を示した方がいいと思います。 有

御意見を踏まえ、注釈の他、アライの説明文を本文中に付記します。付記する場所については、計画本
文においてアライの定義が重要な、指標のページ（P21 第２章　計画の基本的な考え方　4計画の指
標　NO２アライの認知度　指標の定義・説明）とさせていただきます。

 第２章計画の基本的な考え方
４計画の指標　NO２アライの認知度
指標の定義・説明
アライとは、英語で「同盟」や「味方」を表す言葉で、性的マイノリティを理解し、支援している人、又は支
援したいと思う人のこと。
県政世論調査において、「アライという言葉を聞いたことがある」と回答した人の割合。第１期計画でにじ
いろ県民講座の参加者数が指標を大きく上回ったため、第２期計画では学ぶことから一歩進んで、アライ
として行動していただくことを目指すため、この指標を選定。

10 11

第１章 計画策定に当たって
４ 性の多様性に関する本県の状況
アライの定義
（３）性の多様性に関する言葉の認知度
脚注８(アライ）
英語で「同盟」や「味方」を表す言葉で、性的マイノリティを理解し、
支援している人、または支援したいと思う人のこと。

「８ 英語で「同盟」や「味方」を表す言葉で、性的マイノリティを理解し、支援している人、または支援した
いと思う人のこと。」を「８ 英語で「同盟」や「味方」を表す言葉で、性が多様であることを理解し、環境改
善のために性的マイノリティと共に行動、支援している人、または行動、支援したいと思う人のこと。」という
ように、本来の意味に沿ったものに修正してください。
上述の修正が難しい場合、「英語で「同盟」や「味方」を表す言葉で、性的マイノリティをめぐる問題を理
解し、支援している人、または支援したいと思う人のこと。」という変更は可能ですか。

御意見は承りました。アライの定義については様々な定義があり、当事者の中でも異なる意見があると認
識しています。第２期計画では現行計画どおりとし、今後、アライの定義について検討してまいります。

11 17
第１章 計画策定に当たって
５ 第１期計画の成果と課題
（３）課題と第２期計画の方向性

（３）課題と第２期計画の方向性
…また、にじいろ県民相談において、傾聴により気持ちや課題を整理するだけでなく、相談内容に応じて
弁護士会や社労士会等の専門支援機関につないでいく必要があります。
→上記相談者は個人のみを想定しているようだが、支援者や学校、福祉施設などからも相談を受け、適
切な助言や研修を案内する必要があると考える。

にじいろ県民相談では、性的マイノリティ及びその周りの方からの相談を受け付けており、支援者への相談
対応も実施しております。また、企業等団体としてはにじいろ企業研修やにじいろ企業相談を通じて支援
しております。

12 17
第１章 計画策定に当たって
５ 第１期計画の成果と課題
（３）課題と第２期計画の方向性

第１段落目3行目
これまでの取組の継続し、拡充していく必要があります。
→これまでの取組を継続し、拡充していく必要があります。
（てにをはの指摘で申し訳ありません）

有 御指摘のとおりです。修正します。

第１章 計画策定に当たって
５ 第１期計画の成果と課題
（３）課題と第２期計画の方向性
　・・（略）・・。より県民の理解を進めていくためには、これまでの取組を継続し、拡充していく必要があり
ます。
・・（略）・・。

13 20

第２章 計画の基本的な考え方
３ 計画の体系
「生計を共にする同性パートナーの権利や身分に関する制度や手
続の見直し」（＊ほかにもP29と30に同じ記述）

「同性パートナー」の場合、法律上同性のトランスジェンダーとシスジェンダーのカップルで、本人たちのアイデ
ンティティとしては異性カップルである場合もあるため、「法律上同性のパートナーの」とした方が良いと思い
ました。

有 御意見を踏まえ、以下のとおり修正します。
① 生計を共にする法律上同性のパートナーの権利や身分に関する制度や手続の見直し

第２章 計画の基本的な考え方
３ 計画の体系
「生計を共にする法律上同性のパートナーの権利や身分に関する制度や手続の見直し」

14 21

第２章 計画の基本的な考え方
４ 計画の指標
指標①性の多様性が尊重され、安心して生活できる社会が実現
されていると感じる県民の割合

「①性の多様性が尊重され」ることと「安心して生活できる社会が実現されている」には２つの評価内容が
含まれています。第1期へのパブコメでは、「 性の多様性が尊重され」ることで「安心して生活できる社会」
が脅かされているといったコメントが多く寄せられました。このような考え方による結果のぶれを避けるため、
今回の評価項目の焦点と思われる「性の多様性が尊重されていると感じる県民の割合」というシンプルな
質問に変更、あるいは、2つめの項目として「性的マイノリティが安心して生活できる社会が実現されてい
る」を設定、としてはどうでしょうか。

埼玉県性の多様性を尊重した社会づくり条例第３条（基本理念）において、「性の多様性を尊重した
社会づくりは、全ての人があらゆる場において性の多様性を尊重され、安心して生活できるよう、行われな
ければならない。」と定め、第1期計画でも「全ての人があらゆる場において性の多様性を尊重され、安心
して生活できる社会の実現」を目標としていることから、「性の多様性が尊重されること」と「安心して生活
できる社会の実現」は不可分の指標とし、実現することが重要であると考えております。
そのため、原案どおり、御指摘の２つの評価内容を合わせた指標とさせていただきたいと考えております。

15 21

第２章 計画の基本的な考え方
４ 計画の指標
指標①性の多様性が尊重され、安心して生活できる社会が実現
されていると感じる県民の割合

この指標をどのような設問において確認するか不明なのですが、「感じる」という主観的な体感をそのまま尋
ねると、体感と客観的な状況との乖離が生じるかもしれません。体感だけを問うのではなく、体感の根拠と
なった事実についても把握する設問も組み入れた方が、いいかと思います。

アンケートに体感の根拠となる理由を把握する設問を設定し、実施してまいります。

16 21

第２章 計画の基本的な考え方
４ 計画の指標
指標①性の多様性が尊重され、安心して生活できる社会が実現
されていると感じる県民の割合

当事者が安心できるという割合を測るのと同時に、非当事者で「性の多様性について理解したいと思って
いる」という態度を示している人の割合を増やすことを目標としても良いのではないかと思いました。

全ての人があらゆる場において性の多様性を尊重され、安心して生活できる社会の実現を目標としている
ため、指標①では当事者かどうかを問わない指標としたいと考えております。非当事者への働き掛けは重
要だと考えておりますので、引き続き非当事者への理解増進等に取り組んでまいります。

17 21

第２章 計画の基本的な考え方
４ 計画の指標
指標①性の多様性が尊重され、安心して生活できる社会が実
現されていると感じる県民の割合

指標名を修正︓多様な性が尊重され、安心して生活できる社会が実現されていると感じる県民の割合
同様に指標の定義・説明１も、インターネット調査において、「個々人の多様な性が尊重され、安心して
生活できる社会が実現されていると感じる」と回答した人の割合。計画の目標である「あらゆる場におい
て、全ての人の多様な性が尊重され、安心して生活できる社会の実現」を達成するため、この指標を選
定。

「性の多様性が尊重され」を「多様な性が尊重され」に修正してはどうか、との御意見を踏まえ、「性の多
様性」の注釈を以下のとおり修正し、指標については原案のとおり進めたいと考えております。
（2ページ）注釈２ 性的指向及び性自認の多様性。性の在り方は男女という二つの枠組みではなく連
続的かつ多様である。性的指向（Sexual Orientation）と性自認（Gender Identity）の頭文
字をとって「SOGI」という言葉が用いられることもある。県は、あらゆる場において、全ての人の多様な性が
尊重されるよう取組を進める。

18 21

第２章 計画の基本的な考え方
４ 計画の指標
指標①性の多様性が尊重され、安心して生活できる社会が実
現されていると感じる県民の割合

性の多様性が尊重され安心して〜感じると回答した人の割合の目標値について
カンターの黄金の３割理論に基づいて、「十分に・いつも感じる」割合は、少なくとも３０〜３５％を上回
る数値目標がのぞましいと考えます。

御意見及び調査中の現状値を踏まえて目標値を策定します。



19 21
第２章 計画の基本的な考え方
４ 計画の指標
指標②アライの認知度

評価項目②の変更については、賛成です。 原案のとおりとさせていただきます。

20 21
第２章 計画の基本的な考え方
４ 計画の指標
指標②アライの認知度

アライとしての行動を増やすことに繋げたいという方向性に賛成します。だからこそアライという言葉の認知
度だけでなく、「具体的に行動を起こした」という人の割合を目標としても良いのではないかと思いました。

現時点ではアライの認知度は決して高い状態とは言えないため、第２期計画では目標をアライの認知度
の向上に留めております。
他方、御意見のとおり、「具体的に行動を起こした」という人の割合の向上は重要だと考えておりますの
で、アライを増やす取組を引き続き実施してまいります。

21 21
第２章 計画の基本的な考え方
４ 計画の指標
指標②アライの認知度

毎年０.５ポイントずつ向上させるという根拠は何か。取組を進めることで、もっと高い目標値を設定すべ
きではないか。せめて、50％以上を目指してほしい。

過去のアンケート結果を踏まえ、令和5年度までの伸び率をおよそ2.1%と見込み、令和5年度
（19.1%)から令和6年度（20.6%）の伸び率2.5%の差の0.4%を踏まえて、毎年伸び率を更に
0.5%ずつ上昇させることを目標としました。令和11年度以降（第２期計画終了後）もアライの認知
度を増やす取組を続け、50%以上を達成できるよう取り組んでまいります。

22 21

第２章 計画の基本的な考え方
４ 計画の指標
指標③性の多様性に関する理解増進の取組を実施した学校の
割合

第一期ですでに90%が取り組みを実施しているとのことですので、例えば「取り組みを継続してできてい
る」という学校の割合を目標としたり、特に教職員の理解度を目標とするといった可能性もあるのではない
かと思いました。

どの学校にも性的マイノリティの児童生徒が在籍する可能性があることを踏まえ、全ての学校で取組が継
続されることを今後とも目指すという意味で、第１期と同様の推進指標としました。

23 21

第２章 計画の基本的な考え方
４　計画の指標
指標③性の多様性に関する理解増進の取組を実施した学校の
割合
指標の定義・説明

「図書館での性的マイノリティコーナー設置」を「図書館での性の多様性を含む人権に関するコーナーの設
置」と修正。「性的マイノリティーコーナー」としてしまうと、他者の目が気になってそのコーナーに近づくことも
できなくなってしまうことがあります。

有 委員の意見を踏まえた上で、教科指導（授業）、外部講師による講演等の表記とのバランスを考慮
し、「図書館でのコーナー設置」と修正します。

24 21
第２章 計画の基本的な考え方
４　計画の指標
指標④埼玉県アライチャレンジ企業登録企業数

登録企業数を増やすことも大切ですが、「該当指標数」を増やすことも重要です（内実が伴うように）。
そのこともぜひ目標に入れてください。また県のサイトでは企業名が五十音順で並んでいますが、「該当指
標数」でも検索できるようにしていただけると助かります。どこが点数が高いのか（低いのか）知りたいで
す。就職活動、キャリア教育の時にも活用できます。

アライチャレンジ企業登録制度については、第１回施策推進会議でも説明させていただいたとおり、現時
点では性の多様性の取組を始める企業の数を増やしていく段階であると考えております。他方で、御指摘
のとおり該当指標数の増加も重要であると考えておりますので、「性的マイノリティが働きやすい環境づくり
ガイドブック」の配布や「埼玉県アライシンポジウム」の開催等を通じて、取組の横展開を図ります。
該当指標数での検索については、検討してまいります。

25 21
第２章 計画の基本的な考え方
４　計画の指標
指標④埼玉県アライチャレンジ企業登録企業数

令和10年度終了までに、埼玉県内の経済団体に加入を目標にすれば1000社は可能で、令和13年
度終了かでに埼玉県内企業数約16万社の10％ぐらいを目標にしても良いのではないか

基本方針Ⅲ具体的施策１推進項目⑦（３２ページ）のとおり、経済団体との連携を強化します。連
携強化によりアライチャレンジ企業登録企業数が大幅に増えた場合は、目標数の時点修正を検討しま
す。

27 23
第３章　計画の内容
基本方針Ⅰ 性の多様性に関する理解の増進
具体的施策１県民や事業者等への意識啓発

研修や認知対象者について
対象者に県民、学生、県職員はあるが、各県内市町村職員、特に警察（ネットワークに記載はある
が）、消防・医療従事者（ネットワークにない）にかかわる職員を加え、特に県議議員、さらに市町村議
員を記載すべきではないか。ここは特に管理職になる人たちに重点を置くべきではないか（年齢の高い人
たち）

御意見をいただいた方々についても、理解の増進の対象者に含まれております。計画本文への記載につ
いては、例えば若者は理解が進んでいる傾向がある、県職員は重点的に理解を進めていきたいなど、特
に重要だと県が判断した対象者を記載しております。記載していない方々の記載については、今後検討と
させていただきます。
なお、管理職に対してはにじいろ企業研修を通じて理解を広めてまいります。

26 23

第３章 計画の内容
基本方針Ⅰ 性の多様性に関する理解の増進
具体的施策１ 県民や事業者等への意識啓発
推進項目①イ 県政出前講座の実施【新規】

県民の意識啓発・周知に向けて大事な取り組みだと思います。すでに県政出前講座の中で行われてい
るデートDV講座とあわせて、学校などでも活用してもらえるように講座の案内なども関係機関に流すと実
施率も上がると思います。

県政出前講座の実施に当たって、関係機関にも周知し、利用数の増加を図ります。

28 23

第３章 計画の内容
基本方針Ⅰ 性の多様性に関する理解の増進
具体的施策１ 県民や事業者等への意識啓発
推進項目② 事業者向け研修の実施

基本方針Ⅲ 暮らしやすい環境づくり
具体的施策１ 安心して生活できる環境づくりの推進
推進項目⑤ 各業界に対する性の多様性に配慮した企業サービス
の提供に向けた働き掛け

アライチャレンジ登録企業の質の向上のため、好事例の紹介を行っていることが第1回委員会で説明され
ました。これについて、基本計画に素案にも明記してはいかがでしょうか。 有

御意見を踏まえ、修正いたします。修正内容がアライチャレンジ企業登録制度の普及の主旨であることか
ら、「基本方針Ⅲ暮らしやすい環境づくり　具体的施策２働きやすい環境づくりの推進　推進項目③アラ
イチャレンジ企業登録制度の普及」とさせていただきます。
③ 「埼玉県アライチャレンジ企業登録制度」の普及
性の多様性に配慮した取組を進める県内事業者の取組状況を指標により見える化し、性的マイノリティ
が働きやすい環境づくりを促進するため、登録制度を普及させていきます。また、取組の好事例について
横展開を図ります。

基本方針Ⅲ　暮らしやすい環境づくり
具体的施策２　働きやすい環境づくりの推進
推進項目③アライチャレンジ企業登録制度の普及
性の多様性に配慮した取組を進める県内事業者の取組状況を指標により見える化し、性的マイノリティ
が働きやすい環境づくりを促進するため、登録制度を普及させていきます。また、取組の好事例について
横展開を図ります。

29 23

第３章　計画の内容
基本方針Ⅰ 性の多様性に関する理解の増進
具体的施策１県民や事業者等への意識啓発
推進項目②事業者向け研修の実施

中小企業などや業態にあったにじいろ研修の選択できる研修の充実 御意見を踏まえ、にじいろ企業研修をより利用しやすくなるよう検討してまいります。



30 24

第３章　計画の内容
基本方針Ⅰ 性の多様性に関する理解の増進
具体的施策１県民や事業者等への意識啓発
推進項目③県職員に対する研修等の実施

案︓県職員への研修の実施とともに、市町村職員にも指導・支援する合同研修の実施も必要ではない
か。
③県職員等に対する研修等の実施　へ修正
【理由】
　基本方針Ⅱ相談しやすい体制の充実
　１　相談体制の充実
　　　「ウ　県や市町村等の県内相談機関と連携を図り・・」となっていることから、市町村等の職員も県
職員と同等の理解を深める指導を県から発信する必要があるのではないか。

市町村に対しては、市町村連携会議における施策の共有、アライシンポジウムにおける研修の実施、出
前講座等を通じて、理解を深めてまりいます。

31 24

第３章　計画の内容
基本方針Ⅰ 性の多様性に関する理解の増進
具体的施策１県民や事業者等への意識啓発
推進項目④ 性の多様性に関する情報発信・実態調査などの実
施　イ

基本方針Ⅲ 暮らしやすい環境づくり
具体的施策１ 安心して生活できる環境づくりの推進
推進項目③学校における性の多様性への配慮　ウ

・・（略）・・を踏まえた新たな取組が展開され、各大学で・・（略）・・。
言い回しに違和感があります。
……踏まえた新たな取組を展開し、…
あるいは　…取組をさらに発展させ、…
とかでしょうか。このネットワークはすでに作られていますよね。

有

御意見を踏まえ、以下のとおり修正します。
イ　全ての学生及び職員の性の多様性が尊重され、安心できる環境を実現するため、「埼玉ＡＬＬＹ
大学ネットワーク」を通じて、「県内大学及び短期大学における性の多様性に関する取組調査」を踏まえ
た新たな取組を展開し、各大学で情報発信するように働き掛けていきます。【新規】

第３章　計画の内容
基本方針Ⅰ 性の多様性に関する理解の増進
１県民や事業者等への意識啓発
推進項目④ 性の多様性に関する情報発信・実態調査などの実施
イ　全ての学生及び職員の性の多様性が尊重され、安心できる環境を実現するため、「埼玉ＡＬＬＹ
大学ネットワーク」を通じて、各大学が「県内大学及び短期大学における性の多様性に関する取組調
査」を踏まえた新たな取組を展開し、情報発信するように働き掛けていきます。【新規】

32 25

第３章 計画の内容
基本方針Ⅰ性の多様性に関する理解の増進
具体的施策２ 性の多様性に係る人権教育の推進
推進項目① 児童生徒に対する教育の実施

学校での教育の実施について、きちんと時間数を確保して行っていただきたいと思います。P.21の計画の
指標の定義・説明のところを読むと、教科指導に限らず、図書室でのコーナー設置やトイレなどの表示の
工夫などでも何らかの取り組みをすれば実施したとカウントするということだと思いますが、学校による取り組
み内容やかけた時間の差がなるべく出ないようにした方がよいと思います。 児童生徒が性の多様性の尊重に関する正しい知識を身に付けるため、図書室でのコーナー設置に留まら

ず、教科指導（授業）等においても指導するよう各県立学校長や市町村教育委員会に対して働き掛
けてまいります。

33 25

第３章　計画の内容
基本方針Ⅰ 性の多様性に関する理解の増進
具体的施策２ 性の多様性に係る人権教育の推進
② 教職員等への研修の実施

基本方針Ⅱ 相談しやすい体制の充実
１ 相談体制の充実
推進項目② 学校における相談の実施

p.27 ①県民向け相談の実施ーオ、にて自殺総合対策大綱を根拠として引用しているのであれば、
p.25②教職員等への研修の実施の根拠としても、自殺総合対策大綱および「いじめの防止等のための
基本的な指針」を根拠として示すことも可能です。あわせてp.27②学校における相談の実施においても
自殺総合対策大綱を根拠とすることが可能です。

性の多様性の尊重についての正しい理解を深めるため、教職員等を対象とした研修を実施しています。
研修の中で、性的指向・性自認に悩みを抱える児童生徒の自殺防止につながることも伝えてまいります。

34 25

第３章　計画の内容
基本方針Ⅰ 性の多様性に関する理解の増進
具体的施策２ 性の多様性に係る人権教育の推進
推進項目③ 家庭、地域社会における学習機会の提供

「一人一人が性的マイノリティの良き理解者・支援者となるように」という表現が、マジョリティが前提となった
ものになっています。したがって、「一人一人が多様性の中に存在していることを理解し、性的マジョリティが
性的マイノリティとともに環境改善に取り組むなど、すべての人が行動・支援できるように」と修正してくださ
い。

有 委員の意見を踏まえた上で、推進項目①②とのバランスを考慮し、「市町村教育委員会やＰＴＡ等と
連携し、性の多様性の尊重について理解を深める学習の充実を図ります。」と修正します。

35 26

第３章　計画の内容
基本方針Ⅱ 相談しやすい体制の充実
具体的施策１ 相談体制の充実
推進項目① 県民向け相談の実施　イ

表記としては「等」に含まれる内容のためこのままでも良いかもしれませんが、労働施策総合推進法の改
正で、「カミングアウトの強制や禁止」も措置義務に入ったことが反映されるべきと思いました。 有

労働施策総合推進法の改正を踏まえた推進項目としたいため、アウティング及び「カミングアウトの強制や
禁止」を例示します。また、その他の人権侵害についても対応するため、以下のとおり修正します。
イ アウティングやカミングアウトの強制、禁止等の性の多様性に関する人権侵害について対応するため、
関係機関との連携を強化していきます。

第３章　計画の内容
基本方針Ⅱ 相談しやすい体制の充実
１ 相談体制の充実
推進項目① 県民向け相談の実施
イ アウティングやカミングアウトの強制、禁止等の性の多様性に関する人権侵害について対応するため、
関係機関との連携を強化していきます。

36 26

第３章　計画の内容
基本方針Ⅱ 相談しやすい体制の充実
具体的施策１ 相談体制の充実
推進項目① 県民向け相談の実施　イ

今回、アウティングに力を入れることはいいのですが、アウティング以前の人権侵害も多くありますから、「アウ
ティングをはじめとする…」とかにしたらどうでしょうか。 有

労働施策総合推進法の改正を踏まえた推進項目としたいため、アウティング及び「カミングアウトの強制や
禁止」を例示します。また、その他の人権侵害についても対応するため、以下のとおり修正します。
イ アウティングやカミングアウトの強制、禁止等の性の多様性に関する人権侵害について対応するため、
関係機関との連携を強化していきます。

第３章　計画の内容
基本方針Ⅱ 相談しやすい体制の充実
１ 相談体制の充実
推進項目① 県民向け相談の実施
イ アウティングやカミングアウトの強制、禁止等の性の多様性に関する人権侵害について対応するため、
関係機関との連携を強化していきます。

37 27

第３章　計画の内容
基本方針Ⅱ 相談しやすい体制の充実
具体的施策１ 相談体制の充実
推進項目①県民向け相談の実施
エ　DVや性暴力に関する性的マイノリティからの相談について、関
係機関と・・・

案︓「情報管理を徹底し」を追記したらどうか
【理由】
　ＤＶや性暴力の場合、相手方に相談内容が漏れることも危険があるので、情報管理の徹底について、
追記した方が良いのでないか。

情報管理の徹底は当該項目に限らず全ての項目に適用されるため、追記は考えておりません。
なお、窓口の案内等に「匿名相談可」や「秘密厳守」等を記載し、相談者が安心して相談できる体制を
整えます。

38 27

第３章 計画の内容
基本方針Ⅱ 相談しやすい体制の充実
具体的施策１ 相談体制の充実
推進項目② 学校における相談の実施

１文目では、学校における相談の実施として、教育局は「スクールカウンセラーやスクールソーシャルワー
カーを配置する」ことが分かります。２文目は抽象的でよく分かりません。「どんな支援を誰に対して行うの
か︖学校へ︖当事者へ︖「学校における相談の実施」について書かれているということは、「相談窓口」は
「学校へ相談してね︕というリーフレットを児童生徒に配る」ということですか︖

・性的指向や性自認に関する児童生徒や保護者からの相談対応に関して、専門的な助言等を必要と
する市町村立中学校・県立学校に対し、外部専門機関から専門家を派遣し、学校における性的指向・
性自認に関する相談対応の充実及び生徒の性の多様性に係る理解を深める事業を実施しています。
・毎年度配布している児童生徒用リーフレットに相談窓口を記載し、周知しています。

39 27

第３章 計画の内容
基本方針Ⅱ 相談しやすい体制の充実
具体的施策１ 相談体制の充実
推進項目② 学校における相談の実施

性的マイノリティの児童生徒からの相談に対して学校がどのように対応したか、プライバシーに配慮した形で
調査を行い、合理的配慮の事例を公表してほしい。また性的マイノリティの若者に対して行政がヒアリング
を行い、過ごしやすい学校の環境整備について当事者が直接意見表明を行える場を作ってほしい。

・学校における支援、配慮の具体的な内容については、「令和２年度学校における性的指向・性自認に
係る幼児児童生徒への対応に関する状況調査報告書」に記載し、人権教育課HPで公表しています。
・当課が行う中・高生向け事業の中で、参加者から過ごしやすい学校の環境整備について意見を伺う機
会を検討します。



40 29 第３章　計画の内容
基本方針Ⅲ 暮らしやすい環境づくり

「性的マイノリティを含むすべての人が、」は不要だと思います。
「性の多様性が尊重され…」でいいと思います。

目標である「全ての人があらゆる場において性の多様性を尊重され、安心して生活できる社会の実現」に
向けた基本方針であるため、「性的マイノリティを含むすべての人が」とさせていただければと思います。

41 29

第３章 計画の内容
基本方針Ⅲ 暮らしやすい環境づくり
具体的施策１ 安心して生活できる環境づくりの推進
推進項目① 生計を共にする同性パートナーの権利や身分に関す
る制度や手続の見直し

同性パートナーに変更されているが、トランスジェンダーの異性愛カップル（戸籍上同性）に配慮して「法
的に同性であるパートナー」などの書き振りが好ましいのではないか。

有 御意見を踏まえ、以下のとおり修正します。
① 生計を共にする法律上同性のパートナーの権利や身分に関する制度や手続の見直し

第３章 計画の内容
基本方針Ⅲ 暮らしやすい環境づくり
具体的施策１ 安心して生活できる環境づくりの推進
① 生計を共にする法律上同性のパートナーの権利や身分に関する制度や手続の見直し

42 29

第３章　計画の内容
基本方針Ⅲ 暮らしやすい環境づくり
具体的施策１ 安心して生活できる環境づくりの推進
推進項目① 生計を共にする同性パートナーの権利や身分に関す
る制度や手続の見直し　ア

修正案ではないのですが、県のホームページの「制度等実施市町村及び利用可能な行政サービス一覧」
（https://www.pref.saitama.lg.jp/a0303/lgbtq/partnership-joukyou.html）が、世田
谷区（https://www.city.setagaya.lg.jp/02409/1029.html）と同じぐらいの項目が確認でき
ると助かります。

御意見を踏まえ、次回の調査以降、掲載内容を検討します。

43 30

第３章　計画の内容
基本方針Ⅲ 暮らしやすい環境づくり
具体的施策１ 安心して生活できる環境づくりの推進
推進項目① 生計を共にする同性パートナーの権利や身分に関す
る制度や手続の見直し　イ

国への提言を目標に入れたことはとても評価できる 原案どおりとし、実施してまいります。

44 30

第３章 計画の内容
基本方針Ⅲ 暮らしやすい環境づくり
具体的施策１ 安心して生活できる環境づくりの推進
推進項目② 埼玉県が実施する事務事業における性の多様性へ
の合理的な配慮に関する指針を踏まえた県の事務事業の推進
ア

不勉強でお恥ずかしいのですが「性の多様性の尊重推進員」という人がいるのは、いいですね。どういう人
を指しますか︖→読み進めていったらｐ３４に記載がありました。それともｐ２９までの記載を私が見落
としたのでしょうか︖→例えばｐ３０に注釈を入れるか、「実施に当たっては、県庁各課所等において多
様性の尊重推進員を指名し、取組を推進していきます。」という記述はいかがでしょうか。

有

御指摘を踏まえ、以下のとおり注釈を付します。
ア 埼玉県が実施する事務事業における性の多様性への合理的な配慮に関する指針に基づき、県の事
務事業を実施していきます。
また、実施に当たっては、「性の多様性の尊重推進員(※20)」により、県庁各課所等における取組を推
進していきます。

20 全庁的に性の多様性の尊重に関する取組を効果的に推進するため、各所属において「性の多様性
の尊重推進員」として設置している。

第３章 計画の内容
基本方針Ⅲ 暮らしやすい環境づくり
具体的施策１ 安心して生活できる環境づくりの推進
② 埼玉県が実施する事務事業における性の多様性への合理的な配慮に関する指針を踏まえた県の事
務事業の推進
ア 埼玉県が実施する事務事業における性の多様性への合理的な配慮に関する指針に基づき、県の事
務事業を実施していきます。
また、実施に当たっては、「性の多様性の尊重推進員(※20)」により、県庁各課所等における取組を推
進していきます。

20 全庁的に性の多様性の尊重に関する取組を効果的に推進するため、各所属において「性の多様性
の尊重推進員」として設置している。

45 30

第３章 計画の内容
基本方針Ⅲ 暮らしやすい環境づくり
具体的施策１ 安心して生活できる環境づくりの推進
推進項目② 埼玉県が実施する事務事業における性の多様性へ
の合理的な配慮に関する指針を踏まえた県の事務事業の推進
イ

職員の方がレインボーカラーグッズを身に付けているのは、安心して話し掛けることができると思いますし、象
徴として啓発にもつながって良いと思います。 原案のとおり実施してまいります。

46 30

第３章　計画の内容
基本方針Ⅲ 暮らしやすい環境づくり
具体的施策１ 安心して生活できる環境づくりの推進
推進項目③学校における性の多様性への配慮

「③ 学校における性の多様性への配慮
ア 学校において、様々な面から考えられる配慮について、児童生徒・保護者の心情等を踏まえつつ取組
を進めていきます。（教育局）」
→このままだと「環境づくり」ではなく「個別配慮」になりがちで、これは27ページの②と変わらない内容なの
で、30ページのものは、以下のように修正してください。
「③ 学校における性の多様性への対応、配慮
ア 学校において、性の多様性を前提として、様々な面（学習内容、教材・教具、事務資料や衣服、校
則や慣習など）を性の多様性を前提としたものに改善する取組を進めていきます。（教育局）」

児童生徒・保護者の心情等を踏えながら、学校における環境づくりを進めていくという意味でこの表現とさ
せていただきました。

47 31

第３章 計画の内容
基本方針Ⅲ 暮らしやすい環境づくり
具体的施策１ 安心して生活できる環境づくりの推進
推進項目④防災対策における性の多様性への配慮

性の多様性に配慮した避難所運営とは、トイレや更衣でしょうか︖最近になってようやく「女性」の視点で
の運営が広まってきた状況です。障害者等への配慮はいかがでしょうか。ペットを連れてきた人や感染症の
疑いのある人への配慮も、避難所は求められています。非常事態のときに人権に配慮した避難所運営が
できるよう、平時に準備しておくことが大切だと思います。

　男女別のトイレや更衣室を設けるほか、女性専用の居住スペースや授乳室の設置、性的マイノリティの
方に配慮した誰でも使えるトイレの設置、女性用品の配布方法の工夫なども含みます。
　女性のほか、性的マイノリティの方、高齢者、障害者等、避難所内で誰もが安全、安心な生活空間が
確保できるよう、県では指針やマニュアル等を定め、市町村に周知しています。
　普及啓発として、市町村におけるジェンダー視点による避難所レイアウトの検討、レイアウトに沿った開設
訓練等も併せて推進していきます。

48 31

第３章 計画の内容
基本方針Ⅲ 暮らしやすい環境づくり
具体的施策１ 安心して生活できる環境づくりの推進
推進項目④防災対策における性の多様性への配慮

④ 防災対策における性の多様性への配慮
 性の多様性に配慮した避難所の設置・運営マニュアルの普及啓発を図ります。避難所の運営において
は、性の多様性に配慮した設置・運営を行います。また、被災者の生活再建等の支援については、多様
な性を生きる人々に配慮した取組を進めていきます。（県民生活部、危機管理防災部、都市整備
部）

「性の多様性に配慮した取組」を「多様な性を生きる人々に配慮した」に修正してはどうか、との御意見を
踏まえ、「性の多様性」の注釈を以下のとおり修正し、本文については原案のとおり進めたいと考えておりま
す。
（２ページ）注釈２ 性的指向及び性自認の多様性。性の在り方は男女という二つの枠組みではなく
連続的かつ多様である。性的指向（Sexual Orientation）と性自認（Gender Identity）の頭
文字をとって「SOGI」という言葉が用いられることもある。県は、あらゆる場において、全ての人の多様な性
が尊重されるよう取組を進める。

49 34 第４章　計画の推進体制
２　市町村への支援と連携

県民が日常生活の中でまず出向く役所は、県庁よりも市役所や役場なので市町村でも、職員がレイン
ボーグッズを着用することができるような取り組みなどがあると県民（市民）への周知がより進むと思いま
す。県から市役所や役場へのレインボーグッズの配布などを行ったらよいのではないかと思います。

埼玉県性の多様性に係る市町村連携会議を通じて、県の取組を紹介するとともに、市町村においても
職員の理解が増進されるよう働き掛けます。
県から市町村へのレインボーグッズの配布については、アライシンポジウムを受講した方に配付します。

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0303/lgbtq/partnership-joukyou.html
https://www.city.setagaya.lg.jp/02409/1029.html


50 34 第４章　計画の推進体制

全体を通して、男女共同参画推進センターの役割が見えにくい印象を受けました。男女共同参画推進
センター「With Youさいたま」との連携や役割をもう少し明確にすることはできないのかと思いました。県が
男女共同参画推進センターと連携していることが推進体制の中で可視化されると市町村が自分たちの自
治体での性の多様性に関する取り組みの推進体制を考える上でもモデルになるのではないかと思います。
センターとの連携は難しいのでしょうか。

男女共同参画推進センターは性の多様性の内容を含む講座の開催や性的マイノリティからのＤＶ相談
の対応を実施し、理解の増進や相談体制の充実を推進しています。第２期計画も引き続き、男女共
同参画推進センターと連携して計画に取り組んでまいります。

51 38

資料編
１ 策定の経緯
（４）県議会における報告
・・（略）・・行政課題報告（令和７年３月○日）

県議会における報告は、令和８年ではなく令和７年ですか︖ 有
御指摘のとおり、令和８年です。
県民コメントにおいては「資料編」を掲載しないため、添付の資料では御確認いただけませんが、修正させ
ていただきます。

資料編
１ 策定の経緯
（４）県議会における報告
・・（略）・・行政課題報告（令和８年３月○日）


